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令和４年度本学卒業・修了予定者の就職・採用活動についての御願い 

 

 

 ますます御隆昌のことと御慶び申し上げます。 

 貴社におかれましては、本学学生の就職に関し、平素より御協力を賜り、厚く御礼を申

し上げます。 

 さて、学生の就職活動及び企業等による採用活動については、早期化・長期化を是正し、

大学等における学生の学修環境を確保することで社会に貢献できる人材を育成する観点か

ら、大学等関係団体の代表で構成される就職問題懇談会1が、経済団体、関係府省と議論を

重ね、秩序ある就職・採用活動の実現に取り組んでいるところです。 

令和４年度卒業・修了予定者の就職・採用活動時期については、学生の学業への配慮を

十分に行うことを前提に、昨年同様、別紙のとおり広報活動開始時期を３月１日以降、採

用選考活動開始時期を６月１日以降とすることになりました。 

また秋田県学校卒業者就職問題検討会議においても同様の（申合せ）」を策定しており

ます。 

本学は、学生に高い学力と豊かな人間性を身につけさせた上で、グローバル化をはじめ

複雑多様化した社会に送り出す社会的使命を担っています。この本来果たすべき使命と責

任を十分に認識し、その責務を果たすためには、就職・採用活動にあってもその秩序を維

持し、正常な学校教育と学生の学修環境を確保することが極めて重要であると考えていま

す。このため、本学は、就職問題懇談会の「申合せ」に基づき、就職・採用選考活動につ

いて、秩序ある対応を行ってまいります。 

貴社におかれましても、就職・採用活動開始時期の遵守を始めとした秩序ある採用活動

を行っていただくことは大学における優れた人材の養成に御協力いただくことであるとい

うことを十分に御理解いただき、積極的な御協力を賜りたく、御願いいたします。 
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